
ガバナンスガバナンスについて

日本政策投資銀行

平成２０年７月３０日

資料２



1

コーポレートガバナンス

• 主務大臣が３年ごとに策定する「中期政策方針」に従い業務を実施。
• 事業年度ごとに当行が「投融資指針」を作成・公表。
• 政策金融の政策効果等を客観的に評価する「政策金融評価」を行い、

 政府機関としてのアカウンタビリティを確保。
• 外部有識者による「運営評議員会」を設置し「中期政策方針」に係る

 業務の実施状況を検討・公表。

運営評議委員（平成２０年３月３１日現在）

 

※５０音順、敬称略（◎は運営評議員会会長）
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東京急行電鉄㈱取締役相談役、 元（社）日本民営鉄道協会会長
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康男

 

住友金属工業㈱

 

名誉顧問、前（社）関西経済連合会会長

◎豊田

 

章一郎

 

トヨタ自動車㈱取締役名誉会長、（社）日本経済団体連合会名誉会長

新村

 

保子

 

新村総合法律事務所

 

顧問

松井

 

義雄

 

㈱読売新聞東京本社

 

相談役

森地

 

茂

 

政策研究大学院大学

 

教授
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リスク管理体制①

１．ＡＬＭ・リスク管理態勢
・業務を継続的に遂行する前提となる財務の健全性維持と業務の効率性改善の両

 立を図るため、ＡＬＭ・リスク統括部を統括部門とするＡＬＭ・リスク管理態勢を構築。
・ＡＬＭ・リスク管理委員会において、総合的なＡＬＭ・リスク管理に関する基本方針の

 作成及び各リスクについての定期的なモニタリングを実施。

２．信用リスク管理
(1) 個別案件の与信管理

・当行は、「銀行法」および「金融再生法」の対象ではないものの、金融庁の「金融

 検査マニュアル」等に準拠した「自己査定基準」に則り、自主的に資産自己査定

 を実施し、信用リスクを適時かつ適切に把握。
・「債務者格付」と「資産自己査定」の結果は、監査法人監査を受けるほか、ＡＬＭ・

 リスク管理委員会に報告し、債務者のモニタリングに活用。

(2) ポートフォリオ管理
・デフォルト実績など、債務者格付や資産自己査定に用いたデータ等を統計的に

 分析し、与信ポートフォリオ全体が内包する信用リスク量を計測。

 ・信用リスク量は、ＥＬ（Expected Loss）と、ＵＬ（Unexpected Loss）により把握し、ＥＬ

 とＵＬの計測結果をＡＬＭ・リスク管理委員会に報告。
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リスク管理体制②
３．市場リスク・流動性リスク管理

(1) 市場リスク
①金利リスク：融資業務に付随する金利リスクに対し、キャッシュフロー・ラダー分析（ギャップ

 
分析）、

 

ＶａＲ（Value at Risk）、金利感応度分析（Basis Point Value）等に基づく

 
リスク量を計測・分析。

②為替リスク：外貨建融資および外貨建債券発行により発生する為替リスクについて、通貨

 
スワップの利用によるリスクヘッジを実施。

(2) 流動性リスク
・財政投融資資金・政府保証債、財投機関債などの長期・安定的な資金調達、複数の民間金融

 
機関と当座貸越枠を設定、日銀決済のＲＴＧＳ（Real Time Gross Settlement：１取引毎の即時

 
決済方式）の活用等により営業時間中の流動性を確保。

４．オペレーショナルリスク管理
(1) 事務リスク管理

・マニュアルの整備、事務手続きにおける

 

相互チェックの徹底、教育・研修の実施、システム化

 
による事務作業負担の軽減等を通じ、事務リスクの削減と発生を防止。

(2) システムリスク管理
・情報資産を適切に保護するための基本方針である「情報セキュリティポリシー」を制定、各部門、

 
支店における安全対策実施の責任者として「情報資産管理者」を置きポリシー遵守体制を構築。

・主要なハードウェア／ソフトウェアの二重化に加え、バックアップセンターの構築や、「事業継続

 
計画（ＢＣＰ：Business Continuity Plan）マニュアル」の策定により障害や災害の発生に準備。
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内部監査
• 他部門から独立した総裁直

 属の上席審議役/監査チー

 ムを設置して、リスク管理の

 有効性・効率性、財務報告

 の信頼性および法令等の遵

 守の維持・向上を図るため、

 内部監査を実施。

• 監査計画等の基本計画に

 ついては、役員会の審議を

 受けたうえで総裁が決定。

• 監査結果をはじめ、内部監

 査に関する重要な事項につ

 いては、業務監査委員会の

 審議を受けたうえで総裁に

 報告することとしており、公

 正かつ適切な監査を行う体

 制を整備。
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コンプライアンス（法令等遵守）
１．基本的考え方

(1) 役職員は、当行の社会的使命および銀行の公の責任を深く自覚し、かつ個々の

 違法行為及び不正な業務が当行全体の信用の失墜を招き、日本政策投資銀行

 法第一条に定める

 
当行の目的の履行に多大な支障を来すことを十分認識し、

 常に法令等を遵守した適切な業務を行わなければならない。
(2) 役職員は、業務の適法性および適切性に関して当行が国民に対する説明責任を

 有することを十分自覚して、業務を行わなければならない。

２．コンプライアンス体制
(1) コンプライアンスの総合調整を行う統括部門として法務・コンプライアンス部を設置。
(2) 審議機関として一般リスク管理委員会を設置、コンプライアンスの実践状況の把握

 や行内体制の改善等について審議。
(3) 関連事項の報告・連絡窓口として、コンプライアンスオフィサーを全部店に設置。

３．コンプライアンス活動
(1) コンプライアンス実践のための、具体的な行動の留意点や、関係法令を記載した

 マニュアルを作成し、全役職員に配布。
(2) 基本的事項の周知・徹底を図るため、全役職員を対象に研修・説明会を実施。
(3) コンプライアンス実践のための具体的な行動計画として、年度ごとにコンプライアン

 スプログラムを策定し、一般リスク管理委員会において審議し、総裁が決定。
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個人情報保護
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ディスクロージャー
• 経営の透明性を高め、お取引先・地域社会・民間金融機関・地方自治

 体・政府をはじめとするあらゆるステークホルダーの皆様とのコミュニ

 ケーションの拡充や、公正かつ適時・適切な情報開示を実施。

• 下記のような各種開示資料や広報誌、ホームページ等を通じた幅広

 い情報開示を実施。
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